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大阪旭海運株式会社
輸送の安全確保に
関する命令

2026年3月26日
令和７年９月１９日、１１月２０日及び令和８年１月２２日に大阪旭海運株式会社に対し内航海運
業法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。

１．船舶所有者は、船舶の堪航性に影響を及ぼすおそれのある変更が
生じた場合又は船舶の堪航性に影響を及ぼすおそれのある修理を行
う場合において、船舶安全法（昭和８年法律第11号）第５条に基づく検
査を受検し、合格した船舶を航行の用に供すること。
２．経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、
適切な安全管理体制を確立すること。また、安全管理規程第４条に基
づき、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
について主体的に関与し、安全マネジメント態勢を構築すること。
３．安全統括管理者は、法令に違反した事実に対する再発防止を図る
べく、安全管理規程第17条に基づき関係法令の遵守と安全最優先の
原則を社内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にするこ
と。
４．運航管理者は、法令に違反した事実に対する再発防止を図るべく、
安全管理規程第18条に基づき船舶の運航管理及び輸送の安全確保
に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実
施の確保を行うこと。
５．船長は、安全管理規程第39条に基づき、自船に事故が発生したと
きは、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措
置について、速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡するこ
と。
６．運航管理者は、安全管理規程第40条及び事故処理基準第７条に
基づき、船舶からの連絡等によって事故の発生を知ったときは、事故
処理基準に定めるところにより、事故の実態把握及び船舶に対する必
要事項の連絡及び助言を行う等、必要な措置を講ずること。
７．運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第４条に
基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに近畿運輸局にその概要
及び事故処理の状況を報告すること。
８．安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第47条に基づ
き、乗組員等に対し、安全管理規程（運航基準、事故処理基準を含
む）、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を
確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的
な安全教育を定期的に実施すること。


